
月・日 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4

6月23日 
（月） 

超勤時間 

5時間 起床 
週案作成 

通
勤 

授
業
準
備 

職
朝 

終
わ
り
の
会 

通
勤 

授業 授業 授業 補習 給食 掃除 
指導 

企画 
委員会 

学年用務 事務 
処理 

テスト 
採点 

就寝 

ある教員の1日 小学校 Aさんの場合（毎日5時に起きて仕事をせざるを得ない状態）

今、教師の働き方の異常さが浮き彫りになっ

てきています。一つの特徴は下の表のように、

朝出勤してから退勤するまで、約10時間ほとん

ど休息・休憩が取れないことです。もう一つは、

期日を定められた多様で膨大な仕事量です。授

業の準備、○付け・ノートや作文の添削、おた

よりの作成、預かり金の徴収、会計処理、クラ

ブ活動・部活動の指導……それに加え、子ども

や保護者の対応はもちろん必要です。さらに、

学年や担当する分掌の打ち合わせなども、勤務

時間外に行われる場合が増加しています。

教育という仕事にとってもっとも大切なこと

は、子どもたちとの信頼関係を築くことです。

いじめ問題などが大きな社会問題となっている

今日、子どもの内面を深く捉え、子どもとの対

話を時間をかけて丁寧に行うことが今まで以上

に求められています。そのためには時間的・精

神的なゆとりが必要です。さらに、教育活動を

めぐって教職員間の意思の疎通と合意づくりが

不可欠です。また、子育てや教育に不安を持つ

保護者の声に耳を傾け、子どもの教育をめぐっ

て信頼関係を築くためにも従来以上に時間とゆ

とりが必要です。

日本の教育条件は決して欧米諸国に比べても

よくありません。一クラスの子どもの人数も欧

米の20人から25人に比べて、未だに30人以上の

学級が多くあります。教師の人数は決して多く

ないばかりか、事務職員など教育を支えるスタ

ッフの人数は半分程度です。このため、日本で

は教師が子どもと直接かかわる以外に他の多く

の仕事を行わなければなりません。

今、日本社会では非正規の労働者が増大し、若

者・女性では半数近くに達しています。そんな中

で、超低額の賃金、社会保険も雇用保険もない労

働者が増えています。労働基準法や働く者の権利

も知らされず、簡単に解雇されたり、若者の過労

死や過労自殺も発生し、結婚や子育てもできない、

将来に不安を持つ若者が増大しています。このま

まで日本の将来はどうなるのでしょう。サービス

残業（賃金不払い残業）をなくすだけでも多くの

雇用を生み出すことができます。しかし、政府・

財界は、労働時間の規制を緩和する労働法制の改

悪をしようとしています。

2004年１月20日∏、塩貝市教組副委員長を団

長とする組合員９名の超過勤務訴訟団は、京都

市を相手に、超過勤務を放置してきたことに対

する慰謝料と超過勤務手当等の支払いを求め、

京都地裁に提訴しました。裁判は現在９回の公

判を数え、原告及び当時の校長先生の証人調べ

が行われています。この裁判の目的は、違法な

超過勤務が蔓延している教育現場の実態を明ら

かにし、教職員が人間らしく、誇りとゆとりを

持って教育に専念できる条件を整えることです。

市
教
組
は
毎
年
十
一
月

に
「
出
退
勤
記
録
簿
・
超

過
勤
務
実
態
調
査
」
を
行

っ
て
い
ま
す
。
三
回
目
を

迎
え
た
二
〇
〇
五
年
度
、

ま
す
ま
す
深
刻
な
実
態
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
ヵ
月
の
平
均
超
過
勤

務
時
間
は

六
十
八
時

間
五
分
で

前
年
を
一

時
間
六
分

上
回
っ
て

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
在

校
の
超
過
勤
務
は
約
二
時

間
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
超
過
勤
務
の

分
布
は
月
四
十
五
時
間
未

満
の
教
職
員
が
二
二
％

（
前
年
二
九
％
）
と
減
り
、

四
十
五
時
間
以
上
八
十
時

間
未
満
が
四
五
％
（
前
年

三
九
％
）
と
増
加
し
、
八

十
時
間
以
上
が
、
ほ
ぼ
横

ば
い
の
三
三
％
（
前
年
三

二
％
）
と
な
っ
て
お
り
、

厚
生
労
働
省
の
基
準
で
、

健
康
破
壊
な
ど
が
増
加
す

る
教
職
員
が
、
約
八
割
に

達
し
、
過
労
死
の
危
険
が

極
め
て
高
い
八
十
時
間
以

上
の
教
職
員
が
三
人
に
一

人
と
い
う
ま
っ
た
く
異
常

な
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
三
十
日
間
、

一
日
の
休
み
も
な
か
っ
た

教
員
が
一
二
％
あ
り
ま
し

た
。

教職員平均超勤時間
学校　45時間88分
自宅　22時間57分
合計　68時間85分

過労死寸前の
長時間労働

過労死寸前の
長時間労働

（京都市教組調査より）

1ヵ月の超過勤務時間の分布
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１ヵ月の完全休養日数

社会全体に必要な働くルール

異常な教職員の働き方

ますます必要な時間的・精神的ゆとり

子どもと教育の危機打開のために
抜本的な教育条件の改善を

超過勤務をなくし、豊かな教育の実現を

ゆっくり、じっくり教育をしたいもっともっと
子どもたちの豊かな成長のために



氏
　
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

京
都
地
方
裁
判
所
第
六
民
事
部
御
中

全
日
本
教
職
員
組
合
、
京
都
教
職
員
組
合
、
京
都
市
教
職
員
組
合
、

事
務
局

京
都
市
教
職
員
組
合
（
〇
七
五
―
七
七
一
―
九
一
七
一
）

（
京
都
市
左
京
区
聖
護
院
川
原
町
四
―
十
三
　
府
教
育
会
館
三
階
）

教
職
員
の
超
過
勤
務
を
是
正
し
、

ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
実
現
す
る
た
め
の
要
請
書

平
成
十
六
年
（
ワ
）
第
一
四
五
号
損
害
賠
償
等
請
求
事
件

【
要
請
の
趣
旨
】

京
都
市
内
の
小
学
校
・
中
学
校
の
教
員
九
名
は
、
二
〇
〇
四
年
一
月
二
十
日
に
京
都
市
を
相
手
取
っ
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
超
過
勤
務
を
放
置

し
て
き
た
こ
と
へ
の
慰
謝
料
と
超
過
勤
務
手
当
等
の
支
払
い
を
求
め
て
、
京
都
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
ま
し
た
。

現
在
、
教
職
員
の
超
過
勤
務
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
・
行
政
機
関
・
研
究
者
・
労
働
組
合
な
ど
、
ど
の
調
査
を
と
っ
て
も
、
厚
生
労
働
省
が

過
労
死
の
危
険
が
高
ま
る
と
指
摘
し
て
い
る
月
四
十
五
時
間
を
大
き
く
超
え
て
い
ま
す
。
京
都
市
教
職
員
組
合
の
二
〇
〇
五
年
十
一
月
の
調
査
で
は
、

平
均
約
六
十
八
時
間
、
特
に
過
労
死
の
危
険
が
高
く
一
刻
も
早
く
改
善
が
求
め
ら
れ
る
月
八
〇
時
間
以
上
の
教
職
員
が
三
三
％
に
達
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
教
職
員
の
健
康
状
態
は
深
刻
で
、「
い
つ
も
疲
れ
て
い
る
」「
翌
日
ま
で
に
疲
れ
が
と
れ
な
い
」
と
い
う
教
職
員
が
八
〇
％
に
達
し

て
い
ま
す
。
文
部
科
学
省
の
調
査
（
二
〇
〇
四
年
度
）
で
も
病
気
休
職
者
の
五
六
％
が
精
神
疾
患
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

超
過
勤
務
の
根
本
原
因
は
、
山
積
す
る
教
育
課
題
に
対
す
る
絶
対
的
な
仕
事
量
の
多
さ
で
す
。
小
学
校
で
は
行
事
の
打
ち
合
わ
せ
、「
総
合
的

な
学
習
の
時
間
」
の
授
業
準
備
、
書
類
作
成
、
会
計
な
ど
の
事
務
処
理
、
授
業
準
備
、
子
ど
も
・
保
護
者
と
の
対
応
に
、
中
学
校
で
は
行
事
の
準

備
、
部
活
動
指
導
、
生
徒
指
導
、
選
択
教
科
の
授
業
準
備
な
ど
に
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
々
の
授
業
準
備
、
ノ
ー

ト
の
点
検
、
採
点
、
お
た
よ
り
・
通
信
の
作
成
な
ど
、
必
要
な
仕
事
を
こ
な
す
だ
け
で
、
必
然
的
に
超
過
勤
務
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

学
力
低
下
問
題
、
不
登
校
・
登
校
拒
否
、
子
ど
も
た
ち
の
荒
れ
や
学
級
崩
壊
、
児
童
虐
待
や
性
の
商
品
化
、
経
済
的
困
窮
に
よ
る
就
学
保
障

等
々
、
子
ど
も
と
教
育
を
取
り
巻
く
困
難
な
環
境
の
も
と
で
、
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
行
き
届
い
た
教
育
を
保
障
し
て
ほ
し
い
と
い
う
国
民
的

要
求
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
に
は
、
少
人
数
学
級
の
実
現
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
条
件
の
改
善
と
と
も
に
、
何
よ
り
直
接

子
ど
も
の
指
導
に
当
た
る
教
職
員
に
精
神
的
・
時
間
的
な
ゆ
と
り
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

一
九
七
一
年
に
制
定
さ
れ
た
「
国
立
及
び
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
給
特
法
）
は
、
教
職
員

に
超
過
勤
務
を
原
則
と
し
て
さ
せ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
都
市
並
び
に
京
都
市
教
育
委
員
会
は
四
％
の
教
職
調
整

額
の
支
払
い
を
口
実
に
、
常
態
化
し
て
い
る
教
職
員
の
違
法
な
超
過
勤
務
を
「
自
主
的
・
自
発
的
な
仕
事
」
だ
と
し
て
、
何
ら
改
善
策
を
講
じ
な

い
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
助
長
・
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

二
〇
〇
四
年
九
月
十
六
日
、
宇
治
市
の
小
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
故
荻
野
恵
子
さ
ん
の
公
務
災
害
認
定
裁
判
で
、
大
阪
高
等
裁
判
所
は
、
通
常
の

業
務
を
行
っ
て
い
て
も
超
過
勤
務
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
教
師
の
労
働
実
態
を
正
確
に
認
定
し
、
過
労
死
（
公
務
災
害
）
を
認
め
る
な
ど
、
教
師
の

過
酷
な
労
働
と
災
害
の
因
果
関
係
を
認
め
る
判
決
が
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
長
年
「
教
師
の
勤
務
実
態
の
把
握
は
必
要
な
い
」
と
か
「
教
育
労
働
は
勤
務
時
間
の
計
測
に
な
じ
ま
な
い
」
等
の
回
答
を
行
っ
て
き

て
い
た
文
部
科
学
省
自
身
が
、
二
〇
〇
六
年
七
月
よ
り
勤
務
実
態
調
査
を
行
う
な
ど
、
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

貴
裁
判
所
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
証
人
調
べ
を
十
分
行
う
な
ど
、
審
理
を
つ
く
し
、
公
正
な
判
断
を
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要
望
し
ま
す
。

【
要
請
事
項
】

一．

原
告
ら
の
超
過
勤
務
の
実
態
を
正
確
に
認
定
さ
れ
た
い
。

二．

超
過
勤
務
が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
を
違
法
と
認
定
し
、
正
当
な
補
償
を
命
ず
る
判
決
を
下
さ
れ
た
い
。


